
プラネ鑑賞デー
開催のお知らせ

　県北青少年の家では、プラネタリウム鑑賞会を開催
します。
■日時　７月５日（日）
　　　　１回目　午前10時～午前11時
　　　　２回目　午前11時20分～午後零時20分
　　　　星空座談会（軽食付）
　　　　　　　　午後零時30分～午後１時30分
■会場　県北青少年の家 （二戸市仁左平字放森61-35）
■対象　子どもから大人まで（各回定員40人）
　　　　※小学３年生以下は、保護者同伴
■費用　プラネタリウム…無料
　　　　星空座談会…大人300円、子ども200円
■申込期限　７月２日（木）
　お申し込み、お問い合わせは、県北青少年の家（☎
23-9511）まで。

放送大学10月生
　を募集しています　

　放送大学では、平成21年度第２学期（10月入学）
の学生を募集しています。放送大学はテレビなどの放
送を利用して授業を行う通信制の大学です。働きなが
ら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
さまざまな目的で幅広い世代、職業の方が学んでいま
す。
■出願期間　６月15日（月）～８月31日（月）
　詳しくは、放送大学岩手学習センター（☎
019-653-7414）または放送大学ホームページ（http://
www.u-air.ac.jp)まで。資料請求は無料です。

カシオペア100キロ
徒歩の旅参加者募集

　
　カシオペア青年会議所では、40周年記念事業とし
て、管内の小学生が５日間かけて徒歩により管内100
キロを旅する「カシオペア100キロ徒歩の旅」への参
加者を募集しています。
■開催日　８月５日（水）～９日（日）
■対象　小学４年生～６年生
■募集人員　20人
■費用　20,000円（食事代、飲み物代、保険代など）
　　　　事業終了後、旅の記念として、三度笠、寄せ
　　　　書きしたＴシャツ、記念文集、ＤＶＤを贈呈
■申込期限　７月２日（木）
※７月16日（木）に、二戸市シビックセンターで保護
者説明会を行います。
　お申し込み、お問い合わせは、（社）カシオペア青
年会議所（☎ 23-7765）またはホームページ（http://
cassiopeia-jc.com/）まで。

「九戸村の歴史を学ぶ」
受講生を募集します

　教育委員会では、地域の歴史に関する情報を共有化
するとともに、歴史に親しみ楽しむことを目的に、「九
戸村の歴史を学ぶ」（九戸政實を考える）を開催します。
　受講を希望する方は、６月30日（火）までに教育
委員会生涯学習班（☎ 42-2111内線304）までお申し
込みください。申し込みのあった方には、開催の都度、
日程などの詳しい情報をお知らせします。
　なお、受講申し込みは随時受け付けますが、受付以
降の情報提供となります。
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岩手県内で新型インフル
エンザの感染者が発生！

　
　６月 10 日、県内で新型インフルエンザ感染が報
告されました。新型インフルエンザに感染しない
ためには、１人１人が下記のことに注意しましょう。
【潜伏期間】２～３日
【症状】初期：38 度以上の発熱・倦怠感・筋肉痛・
　　　　　　　下痢・腹痛
          数日後：息苦しさ・激しいせき
           重症：けいれん・意識障害・呼吸困難など

《感染を防ぐための心得》

○外出するときは、マスク（ウイルス除去タイプ）
を着用しましょう。
○家に帰ったら、うがいをしましょう。

○直接病院に行くことは避けてください。
○感染の疑いがある時は、指定医療機関を受診するこ
とになりますので保健所の指示に従って行動しましょ
う。
○家族も感染している可能性がありますので、自主的
に自宅待機しましょう。

※村では、庁舎・支所・オドデ館・ふるさとの館など
の入口に手指消毒剤を備えていますので、入るときは
手の消毒にご協力ください。
　お問い合わせは、役場住民生活課保健衛生班（☎
42-2111内線122）へ。

障がい者を対象とした
ＮＨＫ受信料免除について

　
　ＮＨＫでは、障がいをお持ちの方を対象に、受
信料の全額免除または半額免除の措置を実施して
います。
【全額免除】
「身体障がい者」　「知的障がい者」「精神障がい者」
がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場
合に全額免除となります。
【半額免除】
世帯主が視覚または聴覚障がい者の場合、または
世帯主が重度の障がい者の場合に半額免除となり
ます。
※重度の障がい者とは、次のいずれかの障がいを
お持ちの方をいいます。
・身体障害者手帳１・２級の方
・療育手帳Ａ判定の方または重度の知的障がい者と
判定された方
・精神障害者保健福祉手帳１級の方
・戦傷病者手帳の特別項症から第１款症の方
■申請手続き
　役場住民生活課へ申請してください。
■申請に必要なもの
・印鑑
・障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳）
　お問い合わせは、役場住民生活課地域福祉班（☎
42-2111 内線 202）へ。

役場住民生活課保健衛生班 ☎ 42-2111内線122

正しい手洗いの方法

せき・くしゃみをするとき（せきエチケット）

役場住民生活課地域福祉班 ☎ 42-2111内線202

症状が出たら…まず二戸保健所に電話してく
ださい。（☎ 23-9206）
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■お問い合わせは、岩手県立二戸病院医事経営課（電話0195-23-2191内線5007）まで。

二戸病院では、平成21年７月１日からＤＰＣ（診断群別定額支払い方式）を導入し、会計の計算方式を以下のとお
り変更します。

◆ＤＰＣによる医療費の計算制度◆
１日あたりの医療費が定額（病気の種類、手術、処置などにより定額料金が異なります）となる制度です。
◆ＤＰＣ（Diagnosis Procedure Combination）とは？◆
厚生労働省が推奨する会計方式で、病名や診療内容を1,572種類に分類し、分類ごとに定められた料金で入院日数に
より会計計算する方式です。
ただし、分類に該当しない病名や診療内容の場合は、これまでどおりの出来高払い方式となります。
＜イメージ図＞

◆入院会計請求書締め方法◆
これまでの、月２回（１日～15日と16日～月末）の締めは月１回（１日～月末）となります。なお、窓口などでの
支払い方法については、変更ありません。

二戸病院からのお知らせです

　　　ＤＰＣとは、診療行為ごとに料金を計算するこれまでの「出来高方式」とは異なり、病気、病状をもとに、診療
　　の内容に応じて定められた１日あたりの定額料金を基本に計算する新しい方式です。１日あたりの定額料金は、診
　　断群分類（1,572分類）と呼ばれる区分ごとに厚生労働省が定めています。
　　　また、この料金に含まれるのは、入院料や検査・注射・画像診断などで、手術などについてはこれまでどおり「出
　　来高方式」で計算されます。また、食事料金はこれまでどおり、１食あたりの計算となります。

　　　一部負担金の支払い方法は、これまでの方法と基本的に変わりありません。
　　　ただし、入院後の病状経過や診療内容によって診断群分類が変更となった場合には、請求額が変わるため、退院
　　時などに前月までの支払額との差額調整を行うことがあります。

　　　患者さんの病名や診療内容が、診断群分類のいずれかに該当すると主治医が判断した場合に、新たな計算方式　
　（ＤＰＣ）により医療費を計算します。病名などが、この診断群分類のいずれにも該当しない場合には、これまで　
　どおりの「出来高方式」の計算となります。「出来高方式」となる主な診療は、以下のとおりです。
　　①自然分娩　②健康保険を使用しない交通事故の疾病　③労災による疾病　④人工透析を行う場合　⑤そのほか、
　　高度先進医療を行う場合など

　　　高額療養費の取り扱いはこれまでと変わりありません。

Ｑ .医療費の支払い方法はどのように変わるのですか？

Ｑ .ＤＰＣという計算方法により、医療費はこれまでとどのように変わるのですか？

Ｑ .すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか？

Ｑ .高額療養費の扱いはどうなるのですか？

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

DPCで「変わること」「変わらないこと」Ｑ＆Ａ

　　　　　　【これまでの計算方式】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ＤＰＣによる計算方式】

手術 リハビリ胃カメラなど

１日あたりの
入院料×日数

合　計　金　額

手術 リハビリ

投薬料

胃カメラなど

レントゲン

検査料 入院料×日数 注射料

合　計　金　額

⇨
⇨｝

｝包括

出来高

７月から、入院される患者さんの
　　　　　　　　　会計計算方式が変わります
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※お問い合わせは、住民生活課国保住民班（☎ 42-2111 内線 212）または保健衛生班（内線 122）へ。

～特定健診など実施のお知らせ～
　特定健診・若者健診などを、下記の日程で実施します。40歳以上（平成22年３月31日の年齢）
の国保加入者、後期高齢者医療制度加入者、19～39歳（平成22年３月31日の年齢）の希望者
には受診票・受診券などが届きますので、必ず受診してください。
　40～74歳の国保加入者につきましては、治療中であっても必ず受診してください。
　なお、社会保険など加入のご家族の方も受診できますので、健康保険証・受診券を持参して受診
ください。（無い場合は受診できません。）

 

実施月日 場　　　所 受　付　時　間 対　象　行　政　区

７月 22日（水）
宇堂口農村集落センター   9：30～ 11：00 瀬月内、宇堂口、泥の木

山根集落センター 13：30～ 14：30 山根

７月 23日（木） 保健センター
  9：30～ 11：00 荒谷、二ツ家、伊保内下

戸田地区13：00～ 14：30

７月 24日（金）九戸村老人福祉センター
  9：30～ 11：00 平内、妻の神、舘の下

戸田上・下13：00～ 14：30

７月 27日（月） 保健センター
  9：30～ 11：00 南田、小倉

長興寺地区13：00～ 14：30

７月 28日（火）
長興寺銀杏会館   9：30～ 11：00 長興寺上・下、大向、荒田

細屋ふれあいセンター 13：30～ 14：30 細屋、五枚橋、雪屋

７月 29日（水） 保健センター
  9：30～ 11：00 鹿島、川向

江刺家地区13：00～ 14：30

７月 30日（木） 江刺家小学校
  9：30～ 11：00 田代、柿の木、道地、山屋

江刺家上・下、丸木橋13：00～ 14：30

７月 31日（金） 保健センター   9：30～ 11：00
伊保内上

若者健診

実施月日 場　　　所 受　付　時　間 対　象　行　政　区

７月 31日（金） 保健センター 13：00～ 14：00

全地区（40歳以上国保
加入者、後期高齢者 )

全地区（19歳～ 39歳）

特定健診
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